
（表１）（表１）健全化判断比率・資金不足比率の算定結果健全化判断比率・資金不足比率の算定結果

「普通会計の赤字額」が、
税や交付金などの「市の収
入の標準額（＊６）」に対
しどれくらいの割合かを示
す指標

－ 12.25%

20.00%

この比率が高まるほど、赤
字額が大きく、普通会計の
財政運営が深刻であること
を意味します。
平成24年度は

となって
います。

23年度 － － 12.23%

普通会計だけでなく、国民
健康保険事業などの特別会
計、下水道事業などの公営
企業会計も含めた「市全体
における赤字額」がどれく
らいの割合かを示す指標

－ 17.25%

30.00%

普通会計だけでは見えない
市全体としての財政運営の
深刻度を示します。
平成24年度は

となって
います。

23年度 － － 17.23%

「市全体の実質的な借金返
済額（公債費）」が、税や
交付金などの「市の収入の
標準額」に対しどれくらい
の割合かを示す指標

2.7%

25.0% 35.0%

この比率が高まるほど、借
金の返済に一般財源が圧迫
され、財政の弾力性が低下
することを意味します。平
成23年度から
しています。

23年度 4.9% 3.2%

「普通会計で将来負担する
ことが見込まれる額」が、
税や交付金などの「市の収
入の標準額」に対しどれく
らいの割合かを示す指標

18.2%

350.0%

この比率が高まるほど、将
来に見込まれる負担が大き
いということを意味しま
す。平成23年度から

しています。23年度 25.5% 21.1%

（＊５）「早期健全化基準」はいわばイエローカードで、数値が1つでもこの基準を超えた場合は、国の関与のもと
で計画的に財政の健全化を図っていくことになります。また、「財政再生基準」はいわばレッドカードで、この基
準を超えた場合は、国のより強い関与のもと、財政再生を進めることが必要となります。
（＊６）財政用語で「標準財政規模」といい、平成24年度は約227億4,098万円です。

赤字の公営企業会計の「資
金不足額」が「収入（料金
収入や土地売却収入）」の
どのくらいを占めているか
を示す指標

24年度 － －

20.0%

この比率が高まるほど、公営企業の収
入（料金収入や土地売却収入）で資金
不足を解消するのが難しく、経営状況
に問題があることを意味します。
平成24年度は

となっています。
23年度 －

（＊７）「経営健全化基準」を超えた場合は、公営企業会計ごとに「経営健全化計画」を定め、経営の健全化に向け
て早急に取り組むことが必要となります。

　市の財政構造の弾力性を判断する指標として使わ
れるもので、人件費・扶助費・公債費等の経常経費（義
務的経費）に、地方税・地方交付税・地方譲与税を
中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度
充当されたかを見るものです。経常経費に充当した
一般財源の残りの部分が多いほど臨時の財政需要に
対応できることとなり、財政構造に弾力性があると
いえます。経常収支比率は、70～80％の間にある
のが理想とされています。平成24年度多摩26市の
平均は92.9％です。
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